
　市民税・県民税の申告は、令和６年１月１日に本市に住んで
いた人を対象に受け付けます。フローチャートを参考に、申告
が必要か確認してください。１月１日に本市に住んでいなかっ
た人は住んでいた市区町村に問い合わせてください

チャートで確認

判定結果

【市民税・県民税の申告受け付け日程】

必要な申告

必ず使う物
筆記用具、電卓、マイナンバーカードまたは個人番号が
確認できる物と本人確認ができる物（運転免許証など）
給与や公的年金の収入がある人
源泉徴収票の原本
営業、農業、不動産などの収入がある人
記入済みの収支内訳書とその根拠となる帳簿や領収書な
ど

各種控除を受ける人
国民年金保険料・国民健康保険税の領収書など
の支払った金額が確認できる物や障害者手帳、
生命保険料の控除証明書、医療費控除の明細書
など各種控除に必要な物
※医療費控除の申告には医療費控除の明細書
の添付が必須です。申告会場で申告する場合
は、事前の作成に協力してください

申告に必要な物

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
と

所
得
税
の
確
定
申
告
が

２
月
16
日（
金
）か
ら
始
ま
り
ま
す

　
令
和
５
年
分
の
所
得
に
か
か
る
市
民
税
・
県
民
税（
住
民
税
）

の
申
告
と
、
所
得
税
の
確
定
申
告
が
始
ま
り
ま
す
。
い
ず
れ
の

申
告
も
、
令
和
５
年
の
１
年
間（
１
月
か
ら
12
月
ま
で
）に
得
た

所
得
が
申
告
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
申
告
は
期
限
内
に
済
ま
せ

ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
　市
民
税
課（
☎
（27）
２
７
１
６
・
☎
（27）
２
７
１
７
）

①
市民税・県民税
の申告が必要で
す

本紙５ページの「市民税・県民税の申告」を読んでください。所得税が源
泉徴収されていて、還付を受ける場合には確定申告が必要です。確定申
告をすれば、市民税・県民税の申告をする必要はありません。
※１　申告がない場合、国民健康保険税の軽減措置が受けられない場合
　　　があります

② 所得税の確定申
告が必要です

本紙５ページの「所得税の確定申告」を読んでください。確定申告をすれ
ば、市民税・県民税の申告をする必要はありません。
※2　所得税が源泉徴収されていない場合は、市民税・県民税の申告を
　　　してください

③ 申告は必要あり
ません

※3　収入がなくても所得証明書などが必要な場合は、市民税・県民税
　　　の申告が必要です

　市
民
税
・
県
民
税
の
申
告

会
場
・
期
間
・
時
間
　
下
記
の
と

お
り

【
注
意
事
項
】

●
い
ず
れ
の
会
場
も
土
・
日
・
祝

日
は
除
き
ま
す
。
市
役
所
と
支
所

で
受
付
時
間
が
異
な
り
ま
す

●
市
役
所
の
会
場
で
は
月
曜
日
、

各
支
所
の
会
場
で
は
受
け
付
け
初

日
と
２
日
目
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。

い
ず
れ
の
会
場
も
、
当
日
の
午
前

８
時
30
分
か
ら
番
号
札
を
配
布
し

ま
す
が
、
受
け
付
け
開
始
直
後
や

お
昼
前
後
は
大
変
混
雑
し
ま
す
。

混
雑
す
る
日
時
を
避
け
て
く
だ
さ

い●
感
染
症
な
ど
の
防
止
対
策
と
し

て
、
体
調
の
優
れ
な
い
人
な
ど
は

入
場
を
断
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　
　
　
　
＊	

　
＊

　
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
は
、

令
和
６
年
１
月
１
日
に
居
住
し
て

い
た
市
区
町
村
で
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
確
定
申
告
を
し
た
人
は
、
市

民
税
・
県
民
税
の
申
告
を
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
令
和
５
年
分
の
申
告
よ
り
、
上

場
株
式
等
の
配
当
所
得
な
ど
に
つ

い
て
、
市
民
税
・
県
民
税
と
所
得

上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
や
譲
渡

所
得
な
ど
の
課
税
方
式
が
選
択
で

き
な
く
な
り
ま
し
た

　
所
得
税
の
確
定
申
告

【
ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
な
ど
で
で

き
る
申
告
が
便
利
で
す
】

　
確
定
申
告
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ「
確
定
申
告
等
作
成
コ
ー
ナ

ー
」か
らe

イ
ー
タ
ッ
ク
ス

-Tax

・
ス
マ
ホ
申
告
を

利
用
す
る
と
便
利
で
す
。
期
間
中

は
、
２４
時
間
自
宅
な
ど
か
ら
確
定

申
告
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
国

税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確

認
し
て
く
だ

さ
い
。

【
伊
勢
崎
税
務
署
が
設
け
た
申
告

会
場
で
も
申
告
で
き
ま
す
】

期
間
　
２
月
16
日（
金
）か
ら
３
月

15
日（
金
）ま
で

※
土
・
日
・
祝
日
は
除
き
ま
す

※
期
間
中
は
、
伊
勢
崎
税
務
署
庁

舎
で
は
申
告
相
談
を
行
い
ま
せ
ん

時
間
　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

※
入
場
に
は
整
理
券
が
必
要
で
す
。

整
理
券
の
配
付
状
況
に
よ
り
、
午

後
４
時
前
に
受
け
付
け
を
終
了
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
確
定
申

告
特
集
」を
確
認
し
て
く
だ
さ
い

会
場
　
メ
ガ
ネ
の
イ
タ
ガ
キ
文
化

ホ
ー
ル
伊
勢
崎（
文
化
会
館
）

問
い
合
わ
せ
　
伊
勢
崎
税
務
署（
鹿

島
町
、
☎
（25）
４
０
４
５
）

※
例
年
、
多
く
の
人
が
書
類
の
不

足
に
よ
り
再
来
場
し
て
い
ま
す
。

税
で
異
な
る
課
税
方
式
を
選
択
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

詳
し
く
は
広
報
い
せ
さ
き
令
和
６

年
１
月
１
日
号
で
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。会場 期間 時間

市役所東館５階第１会議室 2月16日（金）から3月15日（金）まで 午前９時～午後４時

境支所会議用庁舎１階大会議室 2月20日（火）から28日（水）まで

午前９時～午後3時赤堀支所2階大会議室 3月１日（金）から７日（木）まで

あずま支所2階大会議室 3月11日（月）から15日（金）まで

市民税・県民税の申告は郵送での提出をお願いします
　申告書を郵送で提出することで、会場での待ち時
間がなくなり大変便利です。申告の内容を確認する
場合がありますので、電話番号欄には、昼間連絡が
取れる電話番号を必ず記入してください。
申告方法　申告書に必要事項を記入の上、必要書類
を添えて郵送で市民税課へ
必要書類　収入や各種控除に必要な証明書などの書
類、申告する人のマイナンバーカードの表裏の写

しまたは個人番号が確認できる物と本人確認がで
きる物（運転免許証など）の写し
　※申告書は市民税課、各支所市
民サービス課にあります。市ホ
ームページからダウンロードも
できます

宛先　〒372－8501　（住所不要）
市役所市民税課

必
要
な
書
類
は
前
年
、
前
々
年
の

申
告
書
・
決
算
書（
収
支
内
訳
書
）

の
控
え
で
確
認
し
、
持
っ
て
き
て

く
だ
さ
い

※
イ
ン
ボ
イ
ス
の
登
録
を
し
た
人

（
登
録
前
は
免
税
事
業
者
）は
、
消

費
税
の
確
定
申
告
が
必
要
で
す

【
市
役
所
・
各
支
所
で
所
得
税
の

確
定
申
告
が
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
】

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

は
、
メ
ガ
ネ
の
イ
タ
ガ
キ
文
化
ホ

ー
ル
伊
勢
崎（
文
化
会
館
）で
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
土
地
や
建
物
、
株
式
な
ど
の
譲

渡
所
得
が
あ
る
人

●
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受

け
る
人
で
、
１
年
目
の
人
ま
た
は

連
帯
債
務
で
借
入
金
が
あ
る
人

●
青
色
申
告
・
損
失
の
申
告
を
す

る
人

●
令
和
４
年
分
以
前
の
確
定
申
告

を
す
る
人

●
先
物
取
引
に
か
か
る
所
得
が
あ

る
人

●
暗
号
資
産（
仮
想
通
貨
）に
か
か

る
所
得
が
あ
る
人

●
雑
損
控
除
を
受
け
る
人

●
海
外
に
扶
養
親
族
が
い
る
人

●
準
確
定
申
告（
亡
く
な
っ
た
人

の
確
定
申
告
）を
す
る
人

●
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
農
業
所

得
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
人

●
給
与
所
得
者
の
特
定
支
出
控
除

の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
人

▲市ホーム
ページ

▲国税庁ホ
ームページ

令和５年分

※3

※2

※2

※1

令和５年中の主な収入を
下記から選んで、矢印に沿って進んでください

主な収入は営
業・農業・不
動産収入

※フローチャートは一般的な判
定基準です。詳しくは市民税課
に問い合わせてください

は　い

いいえ

主な収入は給
与

控除額が所得
金額より大き
い

主な収入は公
的年金

①

③

③

③ ①

②

①

①

①

②

② ②

②

② ②

②

または

給与収入が
2,000万円を
超える

勤め先が１カ
所で年末調整
が済んでいる

公的年金収入
が400万円を
超える

公的年金以外
の所得が合計
20万円を超え
る

給与以外の所
得が合計20万
円を超える

親族の税法上の扶養になっている
　※税法上の扶養とは扶養してい
　る人の申告書や源泉徴収票の控
　除欄に名前のある人のことです

公的年金以外
の所得がある

控除の追加が
ある

給与以外の所
得がある

控除の追加が
ある

必要な申告を
確認してみよう！

くわまる
©ISESAKI・CITY

収入無し、または主な収入が非課
税の収入（遺族年金・障害年金・
失業給付など）のみ
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市民税・県民税の申告と所得税の確定申告

https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/zaiseibu/shiminzei/kozin/5881.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm

